
   
 

舗装の切断作業に伴い発生する濁水等の適正処理に関する留意点 

 

１ 濁水等の適正処理 

  舗装の切断作業に伴い発生する濁水等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

に基づき、下表の分類により、適正に処理しなければならない。 
 

表  産業廃棄物の分類 

 
濁水が生じる工法（湿式） 

濁水が生じない工法 

（空冷式 等） 

排出形態 濁水※1 粉体 

産業廃棄物の 

分類 

「汚泥」、含まれる成分によって

は、「汚泥＋廃アルカリ混合物」 

 （※1乾燥させた場合も同様） 

「がれき類」※2 

（※2政令市等[神戸･尼崎･西宮･明

石･姫路]以外における取扱い。政

令市等における分類は異なる場合

があるため、別途当該市の環境部

局に確認のこと） 

 

２ 濁水が生じる工法での処理方法等 

  濁水が生じる工法（湿式）を採用する場合は、産業廃棄物の「汚泥」または「汚泥

＋廃アルカリ混合物」として適正に処理を行う。収集・運搬・処理方法は下記①～③

のとおりとする。 
 
  ① 収集方法 

    以下の収集方法等により、直接現場外に排水することなく、適正に収集するも

のとする。なお、これらの方法は指定ではなく、各現場にて適正に収集すること

が可能な方法で収集する。 

   ＜収集方法（例）＞  

    ・濁水を収集する機能を有するカッター機械（バキューム式）による収集 

    ・工業用掃除機による収集 

    ・濁水をスポンジ等で吸着させバケツ等に移し替えて収集      等 
 

② 運搬方法 

    収集した濁水は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の運搬の基準に従い、

適正に処理を行う。 
 

③ 処理方法 

    収集した濁水は、産業廃棄物の「汚泥」として「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」に基づき適正に処理を行う。 

       なお、収集した濁水に含まれる成分によっては、産業廃棄物の「廃アルカリ」と

の混合物に分類される可能性があるため、処理の際には十分注意すること。また、

pH12.5 以上の場合は「特別管理産業廃棄物」としての処理が必要となるので十分

注意すること。 

 

３ 濁水が生じない工法での処理方法等 

  濁水が生じない工法（空冷式等）を採用する場合は、収集にあたり吸引装置を併用

するなど、粉塵の飛散防止対策を行うとともに、収集した粉塵については、産業廃棄

物の「がれき類」として適正に処理を行う。 
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